
 

 

タイトル 

仮設住宅の空き部屋有効利用 
について 

 

 

仮設住宅の自治会代表をしています、被災からもう９カ月を迎えようとしている今でも

仮設に入居してない部屋とか仮設から出た部屋等無駄にあけている部屋を、仮設へ訪ねて

来た方が宿泊出来るようにして、ゲストルームとして使用する事は出来ないでしょうか？ 

又はパソコンルームにして子供達等に教えてあげたりする場所に使う事は出来ないでし

ょうか？ 
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